
（参考） ＜別紙＞

Ⅰ　青果関係 【令和4年6月21日現在】

１　出荷制限品目
対象地域 品目

南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設置された帰還困難
区域に限る。）、富岡町(平成25年3月7日付け指示により設定され
た帰還困難区域に限る。）、大熊町（平成24年11月30日付け指示
により設定された帰還困難区域に限る。）、双葉町、浪江町(平成
25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、
葛尾村（平成25年3月7日付け指示により設置された帰還困難区
域に限る。）及び飯舘村(平成24年6月15日付け指示により設定さ
れた帰還困難区域に限る。）

非結球性葉菜類：ホウレンソウ、コマツナ、ミズナ、チンゲ
ンサイ、ナバナ（カキナ）、非結球性レタス（ロメインレタ
ス、サニーレタス等）、シュンギク、クキタチナ、シノブナ、
サントウナ、アブラナ、チヂレナ、コウサイタイ、ウルイ、
畑ワサビ、花ワサビ、クレソン、ルッコラ、ナズナ、プチ
ベール、アイスプラント、葉ダイコン等

南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設置された帰還困難
区域に限る。）、富岡町(平成25年3月7日付け指示により設定され
た帰還困難区域に限る。）、大熊町（平成24年11月30日付け指示
により設定された帰還困難区域に限る。）、双葉町、浪江町(平成
25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、
葛尾村（平成25年3月7日付け指示により設置された帰還困難区
域に限る。）及び飯舘村(平成24年6月15日付け指示により設定さ
れた帰還困難区域に限る。）

結球性葉菜類：キャベツ、ハクサイ、結球レタス等

南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設置された帰還困難
区域に限る。）、富岡町(平成25年3月7日付け指示により設定され
た帰還困難区域に限る。）、大熊町（平成24年11月30日付け指示
により設定された帰還困難区域に限る。）、双葉町、浪江町(平成
25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、
葛尾村（平成25年3月7日付け指示により設置された帰還困難区
域に限る。）及び飯舘村(平成24年6月15日付け指示により設定さ
れた帰還困難区域に限る。）

アブラナ科の花蕾類：ブロッコリー、カリフラワー等

南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設置された帰還困難
区域に限る。）、富岡町(平成25年3月7日付け指示により設定され
た帰還困難区域に限る。）、大熊町（平成24年11月30日付け指示
により設定された帰還困難区域に限る。）、双葉町、浪江町(平成
25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、
葛尾村（平成25年3月7日付け指示により設置された帰還困難区
域に限る。）及び飯舘村(平成24年6月15日付け指示により設定さ
れた帰還困難区域に限る。）

カブ

南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設定された帰宅困難
区域に限る。）

うめ

南相馬市(平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難
区域に限る。）

ゆず

南相馬市(平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難
区域に限る。）

くり

南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難
区域に限る。)

キウイフルーツ

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市
（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域に
限る。）、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広
野町、飯舘村、葛尾村及び川内村（東京電力株式会社福島第一
原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域に限る。)

原木しいたけ（露地栽培）

川俣町

伊達市（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される原木シ
イタケ（施設栽培）を除く。）

相馬市、いわき市 原木なめこ（露地栽培）

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、いわき市、須賀川
市、田村市、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、桑折町、国
見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、棚倉町、三春
町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、会津坂
下町、下郷町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江
町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎
村、中島村、鮫川村、北塩原村、川内村、葛尾村、飯舘村

きのこ類（野生のものに限る。）（県の定める出荷・検査
方針に基づき管理されるマツタケを除く。）

会津若松市
きのこ類（野生のものに限る。）（ムキタケ、クリタケ及び
県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるマツタケ
を除く。）

西会津町
きのこ類（野生のものに限る。）（マイタケ、ナメコ、ムキタ
ケ、クリタケ及び県の定める出荷・検査方針に基づき管
理されるマツタケを除く。）

会津美里町
きのこ類（野生のものに限る。）（ナメコ、ムキタケ及び県
の定める出荷・検査方針に基づき管理されるマツタケを
除く。）

原木しいたけ（施設栽培）
福島県



対象地域 品目

只見町
きのこ類（野生のものに限る。）（ナラタケ、ブナハリタケ、
ナメコ、ムキタケ、クリタケ、マイタケ及び県の定める出
荷・検査方針に基づき管理されるマツタケを除く。）

柳津町
きのこ類（野生のものに限る。）（マイタケ及び県の定める
出荷・検査方針に基づき管理されるマツタケを除く。）

三島町
きのこ類（野生のものに限る。）（マイタケ及び県の定める
出荷・検査方針に基づき管理されるマツタケを除く。）

昭和村
きのこ類（野生のものに限る。）（ムキタケ、マイタケ、クリ
タケ、ナメコ及び県の定める出荷・検査方針に基づき管
理されるマツタケを除く。）

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村
市、白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、三
春町、広野町、楢葉町、新地町、大玉村、 西郷村、川内村、葛尾
村、天栄村

たけのこ

伊達市（ただし、県の定める管理計画に基づき管理されるワサビ
を除く。）

わさび（畑において栽培されたものに限る。）

川俣町（山木屋の区域に限る。） わさび（畑において栽培されたものに限る。）

須賀川市、相馬市、広野町、楢葉町、川内村、葛尾村 うど（野生）

須賀川市、国見町 うわばみそう（みず）（野生）

福島市、伊達市、郡山市、田村市、相馬市、桑折町、国見町、川
俣町、三春町、広野町、楢葉町、葛尾村

くさそてつ（こごみ）

二本松市、南相馬市、大玉村 くさそてつ（こごみ）（野生）

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村
市、白河市、会津若松市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき
市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿
町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、
猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、
下郷町、南会津町、広野町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、
平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、
川内村、葛尾村

こしあぶら

西会津町、只見町 こしあぶら（野生）

二本松市、郡山市、須賀川市、田村市、相馬市、南相馬市、いわ
き市、川俣町、楢葉町、川内村、葛尾村

ぜんまい

大玉村、広野町 ぜんまい（野生）

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村
市、白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、鏡
石町、古殿町、塙町、広野町、猪苗代町、新地町、大玉村、北塩
原村、西郷村、泉崎村、鮫川村、川内村、葛尾村

たらのめ（野生）

葛尾村 ふき

桑折町、楢葉町、天栄村 ふき（野生）

福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、桑折町、国見町、
川俣町、広野町、楢葉町、葛尾村

ふきのとう（野生）

南相馬市、川俣町、楢葉町、鮫川村、葛尾村 わらび

福島市、二本松市、いわき市、広野町、伊達市 わらび（野生）

青森市
きのこ類（野生）（ならたけ、むきたけ、くりたけ及びはた
けしめじを除く。）

十和田市
きのこ類（野生）（なめこ、ならたけ、ぶなはりたけ及びむ
きたけを除く。）

鰺ヶ沢町 きのこ類（野生）（ならたけを除く。）

階上町 きのこ類（野生）（ならたけ及びくりたけを除く。）

大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石
市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町（ただ
し、県の定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（露地
栽培）を除く。）

原木しいたけ（露地栽培）

陸前高田市、奥州市、釜石市

大船渡市、一関市（ただし、県の定める管理計画に基づき管理さ
れる原木なめこ（露地栽培）を除く。）

一関市、奥州市 原木くりたけ（露地栽培）

大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ
崎町、平泉町、住田町

きのこ類（野生のものに限る。）

盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、釜石市、奥州市、住
田町

こしあぶら

青森県

原木なめこ（露地栽培）

岩手県

福島県

福島県



対象地域 品目

一関市（旧大東町、旧東山町及び旧藤沢町の区域を除く。）、陸
前高田市（旧矢作村、旧横田村の区域に限る。）、奥州市（旧前
沢町及び旧衣川村の区域に限る。）

たけのこ

一関市、奥州市、住田町 ぜんまい

陸前高田市、奥州市、平泉町、釜石市 わらび（野生のものに限る。）

白石市、東松島市、蔵王町、富谷市

仙台市、気仙沼市、名取市、角田市、登米市、栗原市、石巻市、
大崎市、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、大和町、大衡村、
色麻町、加美町、南三陸町（ただし、県の定める管理計画に基づ
き管理される原木シイタケ（露地栽培）を除く。）

仙台市、登米市、栗原市、大崎市、村田町、南三陸町 きのこ類（野生のものに限る。）

気仙沼市
きのこ類（野生のものに限る。）（県の定める出荷・検査
方針に基づき管理されるマツタケを除く。）

栗原市（旧築館町、旧志波姫町、旧高清水町、旧瀬峰町、旧若柳
町及び旧一迫町の区域を除く。）

丸森町（旧金山町、旧舘矢間村及び旧大張村の区域に限る。（た
だし、県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるタケノコを除
く。））

栗原市 たらのめ（野生のものに限る。）

気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、七ヶ宿町、大和町、南三陸
町

こしあぶら

気仙沼市、大崎市

丸森町（ただし、県の定める管理計画に基づき管理されるぜんま
い（栽培）を除く。）

大崎市、加美町 わらび（野生のものに限る。）

山形県 山形市 きのこ類（野生のものに限る。）

鉾田市、茨城町、阿見町、常陸大宮市、つくばみらい市、守谷市、
ひたちなか市、那珂市

土浦市、行方市、小美玉市（ただし、県の定める管理計画に基づ
き管理される原木シイタケ（露地栽培）を除く。）

土浦市、鉾田市、茨城町（ただし、県の定める管理計画（施設栽
培）に基づき管理されるものを除く。）

原木しいたけ（施設栽培）

日立市、常陸太田市、常陸大宮市、城里町、北茨木市、高萩市、
石岡市、大子町、桜川市、笠間市

こしあぶら（野生のものに限る。）

水戸市、高萩市、北茨城市、城里町、日立市，常陸太田市，笠間
市，大子町、石岡市、つくば市、茨城町

きのこ類（野生のものに限る。）

上三川町、壬生町、塩谷町、那須町

宇都宮市、足利市、栃木市（旧岩舟町を除く）、鹿沼市、日光市、
真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、益子町、那須
烏山市、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那珂川町（ただし、
県の定める管理計画に基づき管理される原木しいたけ（露地栽
培）を除く。）

鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、芳賀
町、壬生町、那須町（ただし、県の定める管理計画に基づき管理
される原木しいたけ（施設栽培）を除く。）

原木しいたけ（施設栽培）

佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須
烏山市、壬生町、那須町、那珂川町

原木なめこ（露地栽培）

宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、真岡市、大田原市、矢板
市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、上三川町、茂木町、市貝
町、芳賀町、壬生町、塩谷町、高根沢町

原木くりたけ（露地栽培）

鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須
烏山市、益子町、茂木町、塩谷町、那須町、那珂川町

きのこ類（野生のものに限る。）

日光市、大田原市、矢板市（ただし、県の定める管理計画に基づ
き管理される区域を除く。）、那須塩原市、那須町

たけのこ

大田原市、那須塩原市、那須町 くさそてつ（こごみ）（野生のものに限る。）

宇都宮市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さ
くら市、那須烏山市、茂木町、塩谷町、那須町、那珂川町、高根
沢町、市貝町

こしあぶら（野生のものに限る。）

ぜんまい

茨城県

原木しいたけ（露地栽培）

原木しいたけ（露地栽培）

原木しいたけ（露地栽培）

栃木県

岩手県

宮城県
たけのこ



対象地域 品目

宇都宮市、日光市、大田原市、那須塩原市 さんしょう（野生のものに限る。）

日光市、那須町、鹿沼市 ぜんまい（野生のものに限る。）

宇都宮市、日光市、大田原市、矢板市、市貝町、塩谷町、那須
町、那須塩原市、さくら市

たらのめ（野生のものに限る。）

宇都宮市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市 わらび（野生のものに限る。）

沼田市、安中市、みどり市、中之条町、長野原町、草津町、東吾
妻町、みなかみ町、嬬恋村、高山村、片品村、川場村

きのこ類（野生のものに限る。）

前橋市（旧富士見村地域）、沼田村、渋川市（旧伊香保町地域）、
藤岡市（旧藤岡市地域）、みどり市（旧勢多郡東村地域 ）、下仁田
町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、みなかみ町、片品
村、川場村

こしあぶら（野生のものに限る。）

高崎市（旧倉渕村地域）、前橋市（旧富士見村地域）、沼田市（旧
沼田市及び旧利根村地域）、渋川市（旧渋川市地域）、吉岡町、
中之条町（旧中之条町）、川場村

たらのめ（野生のものに限る。）

埼玉県 鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町 きのこ類（野生のものに限る。）

新潟県 魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 こしあぶら（野生のものに限る。）

流山市、八千代市、我孫子市、白井市

千葉市、成田市、佐倉市、君津市、富津市、印西市、山武市（た
だし、県の定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（露
地栽培）を除く。）

君津市、富津市、山武市（ただし、県の定める管理計画に基づき
管理される原木シイタケ（施設栽培）を除く。）

原木しいたけ（施設栽培）

山梨県 富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村 きのこ類（野生のものに限る。）

軽井沢町、御代田町 きのこ類（野生のものに限る。）

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村 きのこ類（野生のものに限る。）（マツタケを除く。）

長野市、中野市、軽井沢町、木島平村、野沢温泉村、御代田町 こしあぶら

静岡県 富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町 きのこ類（野生のものに限る。）

２　自粛品目

対象地域 品目

奥州市、一関市、大船渡市、平泉町 乾しいたけ（原木栽培）（23年産）

奥州市、花巻市、一関市、釜石市、大槌町、大船渡市、住田町、
金ヶ崎町、北上市、遠野市、陸前高田市、山田町

乾しいたけ（原木栽培）（24年春産）

一関市 原木ぶなはりたけ（露地栽培）

奥州市 原木ひらたけ（露地栽培）

一関市 原木むきたけ（露地栽培）

陸前高田市 くさそてつ（こごみ）（野生）

一関市 たらのめ(野生)

一関市 うわばみそう（みず）（野生）

奥州市 さんしょう（野生）

秋田県 湯沢市 ねまがりだけ(野生)

栗原市（県の定める管理計画に基づき管理されたものを除く。） 原木むきたけ（露地）

気仙沼市（県の定める管理計画に基づき管理されたものを除く。） 原木なめこ（露地）

大衡村（県の定める管理計画に基づき管理されたものを除く。） 原木しいたけ（施設）

最上町 こしあぶら（野生）

小国町 きのこ類（野生）

南相馬市 くるみ

南相馬市(福島第一原子力発電所から半径２０km圏内の区域並
びに旧計画的避難区域（平成２４年４月１６日から帰還困難区
域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定）に限る)

柿、ビワ

福島県

宮城県

群馬県

千葉県

長野県

岩手県

山形県

原木しいたけ（露地栽培）

栃木県



対象地域 品目

須賀川市、国見町、鏡石町、天栄村、郡山市、いわき市、喜多方
市、西郷村、矢祭町、白河市、二本松市、本宮市、棚倉町、塙町

乾しいたけ

伊達市 アケビ(野生）

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯館村 たけのこ

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯館村 たらのめ（野生）

いわき市 さんしょう（野生）

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯館村 こしあぶら

猪苗代町 ねまがりだけ(野生)

鮫川村 もみじがさ(しどけ)（野生)

郡山市 おおばぎぼうし（うるい）（野生）

日立市、高萩市、笠間市、水戸市、桜川市 原木しいたけ（露地栽培）

城里町、石岡市、かすみがうら市
（ただし、県が定める管理計画に基づき管理される物を除く）

原木しいたけ（露地栽培）

高萩市、城里町 原木しいたけ（施設栽培）

日立市、笠間市、石岡市、かすみがうら市（ただし、県が定める管
理計画に基づき管理された物をを除く。）

原木しいたけ（施設栽培）

日立市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、城里町 乾しいたけ

矢板市、高根沢町、塩谷町、真岡市、益子町、那須塩原市、下野
市の一部(旧南河内町)、那須町、壬生町、足利市

乾しいたけ（露地栽培）

茂木町、芳賀町、市貝町、佐野市、大田原市、那須烏山市、那珂
川町、日光市、栃木市、宇都宮市、鹿沼市、さくら市（ただし、県が
指示する条件の下、安全が確認された生産者を除く。）

乾しいたけ（露地栽培）

塩谷町、真岡市、茂木町、市貝町、益子町、那須烏山市、下野市
の一部(旧南河内町)、壬生町、

乾しいたけ（施設栽培）

矢板市、さくら市、芳賀町、大田原市、那須塩原市、那珂川市、那
須町、日光市、鹿沼市（ただし、県が指示する条件の下、安全が
確認された生産者を除く。）

乾しいたけ（施設栽培）

佐野市（ただし、県が指示する条件の下、安全が確認された生産
者を除く。）

原木しいたけ（露地栽培）

那珂川町（ただし、県が指示する条件の下、安全が確認された生
産者を除く。）

原木しいたけ（施設栽培）

那須塩原市、日光市、矢板市、那須町、佐野市、鹿沼市、壬生
町、那珂川町、那須烏山市、大田原市

原木なめこ（露地栽培）

鹿沼市、矢板市、大田原市、那須塩原市、さくら市、足利市、佐野
市、真岡市、那須烏山市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、
高根沢町、宇都宮市、塩谷町、壬生町

原木くりたけ（露地栽培）

那須塩原市、那須町、日光市、大田原市、矢板市 たけのこ

那須塩原市、日光市（旧今市市、旧日光市） うわばみそう(みず)（野生)

矢板市 もみじがさ(しどき)（野生)

大田原市 みょうが（野生)

矢板市 やまぐり（野生)

高崎市、中之条町、東吾妻町、みなかみ町、高山村 乾しいたけ（原木栽培）

渋川市、沼田市、富岡市（県の定める管理の要件を満たしたもの
を除く。）

乾しいたけ（原木栽培）

藤岡市 原木なめこ（露地栽培）

みなかみ町、渋川市 たけのこ（野生）

大網白里市、木更津市 原木しいたけ（露地栽培）

成田市（ただし、県が定める管理計画に基づき管理されたものを
除く。）

原木しいたけ（露地栽培）

福島県

栃木県

群馬県

千葉県



対象地域 品目

神奈川県
真鶴町（ただし、県が指示する条件の下、安全が確認された生産
者を除く。）

原木しいたけ（露地栽培）

新潟県 湯沢町 きのこ類（野生のものに限る。）

長野県 軽井沢町
ぜんまい（野生）、たらのめ（野生）、くさそてつ（こごみ）
（野生）

伊豆市（平成23年3月11日から平成23年9月30日までの間に、旧
修善寺町及び旧中伊豆町において収穫されたしいたけを加工し
たものに限る。）

乾しいたけ

伊東市（平成23年3月11日以降に収穫・加工されたものに限る。
ただし、県の定める管理計画に基づき管理されたものを除く。）

乾しいたけ

静岡県


